
 

令和３年５月３１日新潟市告示第４１８号 

新潟市臨時食品営業の取扱要綱  

新潟市季節及び臨時食品営業の取扱要綱（平成１２年新潟市告示第８１号）の全部を改

正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は，臨時的に施設を設けて食品を調理し販売する営業（以下「臨時食品       

営業」という。）について，取扱食品等の適正な規制を行い，その円滑な運営をするこ

とにより，これらの営業による食品衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。  

（対象とする業種等）  

第２条 この要綱の対象とする対象業種，施設基準及び取扱食品の制限については，新潟

県が臨時食品営業について定める基準の例による。  

２ 前項の規定にかかわらず，臨時食品営業における原材料の仕込みは，臨時的な店舗に

おいて衛生上十分な対策が講じられている場合は，当該臨時的な店舗で行うことができ

る。 

（営業許可の申請）  

第３条 臨時飲食店営業の許可を申請する場合は，営業期間及び食品衛生責任者（資格取

得予定者を含む。）について記載した別記様式を添付しなければならない。  

   附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は，令和３年６月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の際現にある改正前の別記様式による用紙については，当分の間，こ

れを取り繕って使用することができる。  



 

別記様式（第３条関係） 

  



 

 



 

 



 

 

 


